
【機密性２】
外航海運に係る独占禁止法適用除外制度の概要

国土交通大臣に事前届出

海上運送法に規定する４つの要件に適合しない場合は、変更又は禁止を命令

届出書は公取委に通知され、公取委は国土交通大臣に措置請求が可能
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【基準】海上運送法第２９条第2項
１．利用者の利益を不当に害さないこと

２．不当に差別的でないこと

３．加入及び脱退を不当に制限しないこと

４．協定の目的に照らして必要最小限であること
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（別紙）


